
ご利用料金

要介護1 ８７６円 ５,４０６円 １６２,１８０円

要介護2 ９５２円 ５,４８２円 １６４,４６０円

要介護3 １，０１８円 ５,５４８円 １６６,４４０円

要介護4 １，０７７円 ５,６０７円 １６８,２１０円

要介護5 １，１３０円 ５,６６０円 １６９,８００円

要介護1 １，７５２円 ６,２８２円 １８８,４６０円

要介護2 １，９０４円 ６,４３４円 １９３,０２０円

要介護3 ２，０３６円 ６,５６６円 １９６,９８０円

要介護4 ２，１５４円 ６,６８４円 ２００,５２０円

要介護5 ２，２６０円 ６,７９０円 ２０３,７００円

要介護1 ２，６２８円 ７,１５８円 ２１４,７４０円

要介護2 ２，８５６円 ７,３８６円 ２２１,５８０円

要介護3 ３，０５４円 ７,５８４円 ２２７,５２０円

要介護4 ３，２３１円 ７,７６１円 ２３２,８３０円

要介護5 ３，３９０円 ７,９２０円 ２３７,６００円

（※１）朝食570円、昼食720円、おやつ70円、夕食720円

上記「ご利用料金」以外で加算されるもの（介護負担割合証に記載された割合を乗じた額）

①全入居者対象となる加算

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４０単位／月

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ６０単位／月

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １２０単位／日

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） ５３単位／月

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） ３３単位／月

令和8年1月１日改定

６０単位／日

初期加算（Ⅱ）（入居後３０日） ３０単位／日

夜勤体制加算 ２４単位／日

栄養マネジメント強化加算 １１単位／日

１
 
割

２,０８０円 ２,４５０円
２
 
割

３
 
割

初期加算（Ⅰ）（入居後３０日）

ユニット型介護老人保健施設　仙寿なごみ野　料金表
（強化型の場合）

介護保険給付対象 介護保険給付対象外
小　計

（日額）
合計（月額）
(３０日計算）介護サービス費 食費 居住費

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）（入居後３ヵ月間） ２５８単位／日

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）（入居後３ヵ月間） ２００単位／日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２４０単位／日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／日

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日

自立支援促進加算 ３００単位／月



②該当者のみ対象となる加算

６単位／食 ２００単位／回

２８単位／日 ９０単位／月

４００単位／月 １１０単位／月

１００単位／月 ２３９単位／日

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ １４０単位／回 ４８０単位／日

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ ７０単位／回 ３単位／月

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） ２４０単位／回 １３単位／月

１００単位／回 ３６２単位／日

１０単位／月 ８００単位／日

１５単位／月 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０単位／月

２０単位／月 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位／月

２４０単位／日

入所時・退所時等相談支援援助加算

４５０単位／回 ４００単位／回

４８０単位／回 ５００単位／回

６００単位／回 ２５０単位／回

４００単位／回 ７０単位／回

ターミナルケア加算

７２単位／日 ９１０単位／日

１６０単位／日 １,９００単位／日

【単位=円】

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

死亡日30日前～4日前 死亡日

入退所前連携加算（Ⅰ） 退所時情報提供加算（Ⅱ）

入退所前連携加算（Ⅱ） 退所時栄養情報連携加算

死亡日45日前～31日前 死亡日前々日、前日

排せつ支援加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅲ）

新興感染症等施設療養費

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 試行的退所時指導加算

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 退所時情報提供加算（Ⅰ）

所定疾患施設療養費（Ⅱ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 外泊時費用（月に６回を限度）

排せつ支援加算（Ⅰ） 外泊時費用（在宅サービスを利用する場合）

協力医療機関連携加算（R7.4.1から） ５０単位／月

協力医療機関連携加算 ５単位／月

経口移行加算 口腔衛生管理加算（Ⅰ）

経口維持加算（Ⅰ） 口腔衛生管理加算（Ⅱ）

経口維持加算（Ⅱ） 所定疾患施設療養費（Ⅰ）

地域区分（６級地）※１単位：１０.２７円で計算します 介護保険料×２．７％

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）※実績による ５１単位／日

療養食加算（糖尿食・腎臓食など） 再入所時栄養連携加算

介護保険料×７．５％

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 介護保険料×７．１％

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位／月

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０単位／月

協力医療機関連携加算（R7.3.31まで） １００単位／月

安全対策体制加算 ２０単位／回

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １５０単位／月

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １２０単位／月



利用者負担段階

区分 食費 居住費

３００円 ８8０円

３９０円 ８8０円

６５０円 １,３7０円

１,３６０円 １,３7０円

第１・第２・第３段階のいずれにも該当しない人 ２,０８０円 ２,４５０円

（※2）対象は、「預貯金」「投資信託」「有価証券」「その他の現金」「負債（金銭の借入・住宅ローン等）」

実費負担料金（介護保険給付対象外）について

２５０円／日※タオル、シャンプー、ティッシュ等の日用品

洗濯費（本人着用分の衣類） １5０円／日   ※ご自宅で行う場合は請求いたしません

実費相当額（レクリエーション活動等における材料費）

実費相当額（カット、カラー、パーマなど）

４５０円／泊

実費相当額

献立以外の希望食　等

５０円／１食

化粧品、書籍、歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤　等

★ご利用料金は月ごとにまとめて請求させていただきます。

　お支払いは指定の金融機関口座からの自動引き落としにてお願いします。（当月末締め、翌月２７日引き落とし）

家族宿泊費

医療費、予防接種費

特別食

低栄養改善ハーフ食

個人の趣味嗜好品、生活品

事務管理費
５０円／日      ※預り金、月次収支報告書作成、書類印刷代
　　　　　　　　郵送代、保険証の管理等

電気使用料
５０円／日（テレビ、ラジカセ等）
　　　           ※テレビ貸出しは、１００円／日（電気使用料含む）

教養娯楽費、行事費

美容、理容

第３段階①

・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民税
非課税
・前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収
入額の合計が80万円超120万円以下の人
・預貯金等が単身550万円（夫婦で1,550万円）以下

第３段階②

・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民税
非課税
・前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収
入額の合計が120万円越の人
・預貯金等が単身500万円（夫婦で1,500万円）以下

第４段階

日用品費

段階

第１段階

・生活保護受給者
・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民税
非課税の老齢福祉年金受給者
・預貯金が単身1,000万円（夫婦で2,000万円）以下

第２段階

・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民税
非課税
・前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収
入額の合計が80万円以下の人
・預貯金等が単身650万円（夫婦で1,650万円）以下

介護老人保健施設　仙寿なごみ野
〒５０２－０９２９
岐阜市則武東４丁目２番６号
電　話　０５８－２１５－９７５３


